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令和７年第２回 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会） 

会議録 

 

日 時  令和７年４月２３日（水）午後１時３０分～午後１時４０分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ５名 

 教育長 儘田 文雄、教育長職務代理者 大井 克己、 

 委員 永井 英義、委員 村上 豊子、委員 塩田 真紀子 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

 事務局長 田中 智文、給食課長 田島 等、管理給食係長 鳥海 博幸、 

管理給食係 大瀧 枝里子 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

 羽村市教育委員会生涯学習部参事 𠮷川 泰弘 

 羽村市教育委員会生涯学習部学校教育課長 平原 貞幸 

 瑞穂町教育委員会学校教育部長 目黒 克己 

 

議事日程 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 議案第５号 臨時代理の報告及び承認を求めることについて 

〔令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）

のうち教育費に係る部分の意見聴取について〕 

 日程第３ 議案第６号 臨時代理の報告及び承認を求めることについて 

〔羽村・瑞穂地区学校給食センターの管理及び運営に関する

規則の一部を改正する規則〕 

 日程第４ 報告事項１ 令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）

について 

      報告事項２ 令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費不納欠損処分について 
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会議経過 

********** 開 会 ********** 

 

○教育長（儘田文雄） 改めまして、こんにちは。ただいまの出席者は５名です。定足数

に達しておりますので、ただいまから、令和７年第２回羽村・瑞穂地区学校給食組合教

育委員会（定例会）を開催します。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

〔日程第１〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則」第２７条第

２項の規定により、教育長において、永井英義委員を指名します。よろしくお願いいた

します。 

 

〔日程第２〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第２、議案第５号「臨時代理の報告及び承認を求めることに

ついて〔令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち教育費に係

る部分の意見聴取について〕」を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○事務局長（田中智文） 議案第５号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔羽

村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち教育費に係る部分の意見聴取につ

いて〕」説明します。 

  歳入歳出のうち教育費に係る部分につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第２９条の規定により、教育委員会の意見を聴取すべき事項と定められて

おりますが、令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち、教育

費に係る部分の意見聴取については、事前に教育委員会を招集する時間的余裕がなかっ

たことから、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会行政組織規則」第５条第１項の

規定に基づきまして、教育長が臨時に代理したので、同条第２項に基づき、教育委員会

に報告し、承認を求めるものです。 

  補正予算の詳細ですが、お手元に配付しました議案第５号を１枚おめくりいただき、

別紙「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）案概要説明書」をご

覧ください。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億９千７５万円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ７億４０８万６千円とするものです。羽村市及び瑞穂町が小中学校の給食の無
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償化を実施することとしたことから、令和７年度予算において、羽村市、瑞穂町からそ

れぞれ学校給食費保護者負担軽減事業を予算計上していただきました。 

  今回の補正は、羽村市、瑞穂町で、３月の定例会において予算計上された補助額に基

づき補正予算として措置するものであります。 

羽村市、瑞穂町のそれぞれの補助額は、説明欄にも記載がありますが、羽村市から１

億７千８６０万７千円、瑞穂町から、１億１千２１４万３千円となります。 

次に、歳出ですが、学校給食用食材料購入費については、公会計である羽村・瑞穂地

区学校給食組合一般会計からではなく、私費会計である羽村・瑞穂地区学校給食費会計

から支出することから、歳入額と同額である２億９千７５万円を、羽村・瑞穂地区学校

給食費会計へ支出する額として予算計上するものです。 

以上で、議案第５号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔令和７年度羽

村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち教育費に係る部分の意見聴取につ

いて〕」の説明とさせていただきます。 

○教育長（儘田文雄） 以上で、説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  何か質疑ございますでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第５号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔令和７

年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第１号）のうち教育費に係る部分の意見聴

取について〕」は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認するこ

とに決定しました。 

 

〔日程第３〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第３、議案第６号「臨時代理の報告及び承認を求めることに

ついて〔羽村・瑞穂地区学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正す

る規則〕」を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○事務局長（田中智文） 議案第６号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔羽

村・瑞穂地区学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則〕」

について説明します。 



- 4 - 

  本件は、教育委員会の議決事項である「羽村・瑞穂地区学校給食センターの管理及び

運営に関する規則の一部を改正する規則」につきまして、４月１日付で施行することと

なったため、教育委員会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、教育委員

会を招集する時間的余裕がなかったことから、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員

会行政組織規則」第５条第１項の規定に基づきまして、教育長が臨時に代理したので、

同条第２項の規定に基づき、教育委員会に報告し、承認を求めるものです。 

本規則の改正につきましては、組織市町の学校給食費に対する保護者負担軽減事業実

施に伴い、規則の一部改正を行うものです。 

改正の内容につきましては、付則の第４項として、羽村市及び瑞穂町の区域内の小中

学校に在学する児童または生徒の保護者が負担する給食費の令和７年度の特例として、

給食費無償化に相当する保護者負担額の軽減を規定するものです。 

なお、改正規則につきましては、令和７年４月１日から施行しております。 

以上、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○教育長（儘田文雄） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  何か質疑ございますか。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第６号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔羽村・

瑞穂地区学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則〕」は、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認するこ

とに決定しました。 

 

〔日程第４〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第４、報告事項１「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会

計補正予算（第１号）について」、事務局からの説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○給食課長（田島等） 報告事項１「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算

（第１号）について」ご説明いたします。 

  お手元の報告事項１の資料「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第

１号）」をご覧ください。 

  令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ
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によります。 

  収入支出予算の補正として、収入支出予算の補正の科目区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の収入支出の予算の金額は、「第１表 収入支出予算補正」によります。 

  ２ページをご覧ください。 

  「第１表 収入支出予算補正」を記載していますが、内容については、３ページの「収

入支出補正予算事項別明細書」で説明いたします。 

  収入です。 

  科目１の「小学校給食費」は、補正前の額２億１千７７９万１千円から補正額１億７

千９７９万円を減額し、計で３千８００万１千円とするものです。 

  内訳ですが、「現年度給食費」を１億７千９７９万円減額とするものです。 

  科目２「中学校給食費」は、補正前の額１億３千８２７万７千円から補正額１億１千

９６万円を減額し、計で２千７３１万７千円とするものです。 

  内訳ですが、「現年度給食費」を１億１千９６万円減額とするものです。 

  科目４「諸収入」は、補正前の額１５万３千円に補正額２億９千７５万円を追加し、

計で２億９千９０万３千円とするものです。 

  なお、収入合計３億５千７７２万１千円に変更はございません。 

  以上で、「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計補正予算（第１号）」の説明とさ

せていただきます。 

○教育長（儘田文雄） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  いかがでしょうか。よろしいですかね。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  続いて、報告事項の２、「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費不納欠損処分につい

て」、事務局からの説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○給食課長（田島等） お手元に配付いたしました、報告事項２の資料をご覧ください。 

  この不納欠損処分につきましては、「羽村・瑞穂地区学校給食費不納欠損処分（内規）」

に基づき、処分を行ったものです。 

  不納欠損処分の内容ですけれども、「１不納欠損額」は、３世帯延べ７件で、合計２

４万９千２３０円です。 

  （１）小中学校別内訳が、小学校給食費は、羽村市の１件のみで、３万３千９５０円、

中学校給食費は、羽村市が５件で１７万４千７２０円、瑞穂町が１件で４万５６０円、

計６件、２１万５千２８０円です。 



- 6 - 

  （２）年度別内訳が、平成２０年度から平成２６年度までの各年度の金額については、

記載のとおりとなっております。 

  「２不納欠損理由」ですが、この３世帯は内規第２条第６号「１０年間滞納学校給食

費が納入されないとき。」ということに該当するものでございます。 

  「３不納欠損日」は、令和７年３月３１日です。 

  以上で、報告事項２「令和６年度羽村・瑞穂地区学校給食費不納欠損処分について」

の説明とさせていただきます。 

○教育長（儘田文雄） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がございましたら、お願いしたいと思います。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  これをもちまして、令和７年第２回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）

を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、会議の経過（概要）を記載し、その相違がないことを証するために、ここに署名 

をいたします。 

 

     令和７年４月２３日 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                   

                  教育長 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                

                  委 員 

 

 


